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告         示 

 

兵庫県告示第1299号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定をする予定である。 

  平成25年11月19日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 保安林予定森林の所在場所 

  姫路市広畑区才字南山1360の１から1360の９まで、1360の11から1360の13まで、1360の14・1360の15合併、

1360の18から1360の24まで、1360の29、字南奥ノ谷1361の２から1361の８まで、1361の10から1361の12まで、

1361の15から1361の20まで、1361の24 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐は、択伐による。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で 

   定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

   次のとおりとする。 

 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森づくり課、中播磨県民局 

姫路農林水産振興事務所及び姫路市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1300号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から次のように保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

  平成25年11月19日 

兵庫県公報
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗）平成25年11月19日 火曜日  第 2545 号 
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                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 保安林予定森林の所在場所 

  宍粟市一宮町黒原字東坂谷231の９、231の13、231の30 

２ 指定の目的 

  水源の涵
かん

養 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

    字東坂谷231の９、231の13、231の30（次の図に示す部分に限る。） 

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種は、定めない。 

  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

   次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森

づくり課、西播磨県民局光都農林水産振興事務所及び宍粟市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第1301号 

 建設業法（昭和24年法律第100号）第12条の規定による廃業等の届出があったので、同法第29条第１項の規定

に基づき、次の建設業者の許可を取り消した。 

  平成25年11月19日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

取り消した建設業 商号又は名称及び 

代表者氏名 
主たる営業所の所在地 許可番号

区分 種      類

処分の原因と 

なった事実 
取消年月日 

㈲髙石設備 

㈹髙石 勝史 

神戸市灘区船寺通４―

１―11 

般－21 

第113173号

一般 管工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

平成25年７月26日

ワイズプロ㈱ 

㈹八尾 勇治 

同 市中央区元町通５

―６―３ 

般－20 

第115285号

一般 建築工事業、大工工事

業、屋根工事業、タイ

ル・れんが・ブロツク

工事業、鋼構造物工事

業 

建設業の廃止

（一部廃業） 

  同  月20日

㈱タクトプランニ

ング 

㈹國府 哲哉  

同 市同 区磯辺通１

―１―18 カサベラ国

際プラザビル903 

般－20 

第115042号

一般 建築工事業、屋根工事

業 

建設業の廃止

（全部廃業） 

平成25年８月23日

神戸通信工業㈱ 

㈹皆見 幸平 

同 市兵庫区水木通４

―１―25 

般－23 

第110703号

一般 とび・土工工事業 建設業の廃止

（一部廃業） 

  同  月26日

神戸住宅開発㈱ 

㈹髙林 邦彦 

同 市長田区神楽町２

―３―１ 

般－22 

第115819号

一般 建築工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

平成24年12月１日

㈱山根建築 

㈹山根 三次郎 

同 市同 区西山町４

―25―12 

般－23 

第107084号

一般 建築工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

平成25年５月31日

ワイ・エム建築工

房 

㈹松村 義明 

同 市須磨区西落合７

―３―70―303 

般－22 

第114688号

一般 建築工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

 同 年８月13日

㈱重田工務店 

㈹重田 正夫 

同 市同 区車字獅堀

1056―８ 

般－23 

第110170号

一般 大工工事業、屋根工事

業、タイル・れんが・

ブロツク工事業、鋼構

造物工事業、内装仕上

工事業 

建設業の廃止

（一部廃業） 

  同  月21日
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辻本建設工業㈱ 

㈹辻本 正巳 

同 市西区押部谷町養

田580 

特－22 

第107061号

特定 土木工事業、とび・土

工工事事、石工事業、

ほ装工事業、しゆんせ

つ工事業、水道施設工

事業 

建設業の廃止

（全部廃業） 

平成25年７月31日

松本建設 

㈹松本 圭介 

同 市同区北別府１―

17―１ 

般－24 

第114976号

一般 土木工事業、とび・土

工工事業、ほ装工事業

建設業の廃止

（全部廃業） 

 同 年８月26日

米田工業 

㈹米田 茂男 

尼崎市額田町12―10 般－20 

第216900号

一般 とび・土工工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

平成23年７月18日

㈲甲斐設備 

㈹甲斐 英雄 

同 市潮江３―３―16 般－20 

第216934号

一般 管工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 
平成25年１月１日

栄和建設㈱ 

㈹和山 秀明 

同 市東園田町３―66

―２ 

特－22 

第209327号

特定 建築工事業、大工工事

業、左官工事業、屋根

工事業、タイル・れん

が・ブロツク工事業、

鉄筋工事業、板金工事

業、ガラス工事業、防

水工事業、内装仕上工

事業、熱絶縁工事業、

建具工事業 

建設業の廃止 

（一部廃業） 
 同 年８月23日

㈱アールプランニ

ング 

㈹田中 和夫 

西宮市鳴尾町１―24―

20 田中マンション３

階 

般－25 

第218593号

一般 内装仕上工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

 同 年５月１日

㈲勝田設備 

㈹勝田 穂 

同 市獅子ヶ口町９―

１ 

般－24 

第214043号

一般 管工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 
 同 年６月30日

栄建工業㈱ 

㈹和山 直美 

同 市大島町７―６ 特－23 

第213868号

特定 建築工事業、管工事

業、造園工事業 

建設業の廃止 

（一部廃業） 

 同 年８月23日

高原建設㈱ 

㈹高原 秀光 

伊丹市荻野６―65―３ 般－20 

第301903号

一般 建築工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

  同  月20日

秋田建設 

㈹秋田 一夫 

宝塚市中筋５―54―１ 般－22 

第210488号

一般 土木工事業、とび・土

工工事業、ほ装工事業

建設業の廃止 

（全部廃業） 

平成25年７月２日

アクシスアートテ

ック㈱ 

㈹木下 修身 

同 市逆瀬台１―11―

４―１―104 

般－20 

第301896号

一般 建築工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

  同  月26日

ヤマモト建創 

㈹山本 弘二 

明石市魚住町清水136

―１―202 

般－23、24

第407133号

一般 建築工事業、大工工事

業、屋根工事業、タイ

ル・れんが・ブロツク

工事業、内装仕上工事

業 

建設業の廃止

（一部廃業） 

平成25年８月７日

ワタナベ商店 

㈹渡邊 昇 

加古川市東神吉町天下

原331 

般－20 

第406833号

一般 管工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月１日

大廣建設㈱ 

㈹福田 浩也 

同  市平岡町新在家

２―267―11 

特－23、24

第405288号

特定 建築工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

  同  月19日

㈲後藤土木 

㈹後藤 絵里子 

高砂市阿弥陀町魚橋

1104―13 

般－22 

第406264号

一般 土木工事業、建築工事

業、ほ装工事業、水道

施設工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月29日

国崎斫業 

㈹国崎 和弘 

加古郡播磨町北本荘７

―８―18 

般－23 

第405791号

一般 とび・土工工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

平成25年６月20日

㈱テック・エムデ

ィ 

㈹三和 宗彦 

姫路市栗山町172―２ 般－21 

第459876号

一般 土木工事業、建築工事

業 

建設業の廃止 

（一部廃業） 

 同 年４月20日

㈱ケイ・ワークス

コーポレーション 

㈹金井 延樹 

同 市田寺２―４―５

―７ 

般－21 

第460724号

一般 内装仕上工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

 同 年７月30日
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兵庫県告示第1302号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、明石市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成25年11月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（２級基準点測量、３級基準点測量及び４級基準点測量） 

２ 作業期間 

平成25年11月５日から平成26年３月20日まで 

３ 作業地域 

明石市鳥羽新田地区 

㈲小田塗装工業 

㈹小田 和也 

同 市勝原区大谷210

―６ 

 

般－20 

第459809号

一般 塗装工事業、防水工事

業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月31日

橋本建築板金 

㈹橋本 良一 

同 市夢前町戸倉883 般－20 

第458963号

一般 屋根工事業、板金工事

業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

平成25年８月９日

橋本産業 

㈹橋本 清一 

同 市香寺町恒屋2270

―１ 

般－21 

第459094号

一般 土木工事業、とび・土

工工事業、石工事業、

鋼構造物工事業、ほ装

工事業、水道施設工事

業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月19日

小林電工㈱ 

㈹小林 義昭 

同 市東今宿３―10―

17 

般－20、22

第458238号

一般 管工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

  同  月26日

小川冷機設備 

㈹小川 信男 

同 市砥堀235―７ 般－20 

第460551号

一般 管工事業、消防施設工

事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月27日

森川建設工業 

㈹森川 満成 

たつの市揖保町門前

392―９ 

般－23、24

第503163号

一般 土木工事業、とび・土

工工事業、ほ装工事業

建設業の廃止 

（全部廃業） 

平成25年５月28日

横野住宅 

㈹横野 英治 

宍粟市一宮町西安積

288―１ 

般－24 

第501656号

一般 土木工事業、建築工事

業、とび・土工工事業、

石工事業、鋼構造物工

事業、ほ装工事業、し

ゆんせつ工事業、水道

施設工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

 同 年７月２日

㈱テイ建設 

㈹松本 十郎 

同 市波賀町上野190

―４ 

特－21 

第501252号

特定 土木工事業、建築工事

業、とび・土工工事業、

ほ装工事業、水道施設

工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月31日

㈱村上水道設備 

㈹安井 睦誠 

赤穂郡上郡町上郡805

―１ 

般、特－23

第550908号

一般

特定

管工事業、さく井工事

業、消防施設工事業

建設業の廃止 

（一部廃業） 

  同  月12日

泉建設㈱ 

㈹高柴 優 

豊岡市上佐野68―１ 特－24 

第650989号

特定 建築工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

  同  月15日

㈱堀江工務店 

㈹堀江 茂 

同 市但東町矢根544 般－22 

第650645号

一般 土木工事業、ほ装工事

業、造園工事業、水道

施設工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月26日

㈱東伸建設 

㈹丸尾 伸一 

朝来市山東町小谷63 般－23 

第601109号

一般 土木工事業、ほ装工事

業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

平成25年８月５日

安達建設工業 

㈹安達 一成 

同 市和田山町秋葉台

１―37 

般－22、24

第601142号

一般 土木工事業、とび・土

工工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月８日

浪治工務店 

㈹浪治 和久 

美方郡新温泉町三谷86

―５ 

般－22 

第700305号

一般 建築工事業、大工工事

業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月10日

宮下工務店 

㈹宮下 哲也 

丹波市春日町黒井559 般－24 

第752101号

一般 建築工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月20日
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兵庫県告示第1303号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、豊岡市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成25年11月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   一級水準測量 

２ 作業期間 

平成25年11月25日から平成26年３月25日まで 

３ 作業地域 

豊岡市下宮地区から納屋地区まで 

 

兵庫県告示第1304号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、三木市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成25年11月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（デジタル航空写真撮影） 

２ 作業期間 

平成25年10月11日から平成26年３月31日まで 

３ 作業地域 

三木市全域 

 

兵庫県告示第1305号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、近畿地方整備局兵

庫国道事務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。 

平成25年11月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

    公共測量（基準点測量） 

２ 作業期間 

平成25年８月１日から同年10月22日まで 

３ 作業地域 

伊丹市寺本２丁目 

 

兵庫県告示第1306号 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、急傾斜

地崩壊危険区域を次のとおり指定する。 

 なお、その関係図面は、西播磨県民局龍野土木事務所及び宍粟市役所に備え置いて縦覧に供する。 

  平成25年11月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定区域 

区 域 名 市 郡 名 区 町 名 町 大 字 名 小 字 名 地     番 
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西 山 (１) 宍 粟 市  千種町西山 川 原

 

垣 内

 

 

 

97番10の一部、97番12の一部、97番13、97

番20の一部 

112番２の一部、115番、122番、124番、125

番、144番１、147番、148番の一部、150番、

152番５の一部、152番６、112番２から122

番に至る地先の道路敷、152番５から152番

６に至る地先の道路敷の一部 

西 山 (２) 宍 粟 市  千種町西山 杉 谷 前

 

 

垣 内

 

 

 

 

 

38番２、38番５、51番の一部、52番１、52

番３、53番、53番13、53番14の一部、38番

５から52番３に至る地先の道路敷の一部 

107番１の一部、107番２、131番１の一部、

131番２の一部、132番の一部、133番１から

133番５までの各一部、134番から139番ま

で、140番の一部、161番５の一部、162番か

ら164番まで、165番１、180番１から180番

３まで、181番、182番、182番２、183番２、

184番、185番、186番の一部、186番２、187

番２、188番、193番１の一部、193番２、194

番から198番まで、199番から201番までの各

一部、223番の一部、224番の一部、225番１

の一部、225番２、226番、227番、228番１、

228番２、229番の一部、230番、231番の一

部、241番１の一部、241番24の一部、107

番１から107番２に至る地先の道路敷の一

部、131番２から184番に至る地先の道路敷

の一部、134番から162番に至る地先の道路

敷、162番から186番２に至る地先の道路敷、

185番から195番に至る地先の道路敷、187

番２から195番に至る地先の道路敷、198番

地先の道路敷、223番から228番１に至る地

先の道路敷の一部、225番２から231番に至

る地先の道路敷の一部、227番地先の道路

敷、193番２から201番に至る地先の水路敷

の一部 

 
 

公 告 

 

   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変

更の届出があった。 

 なお、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 また、同法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に

対し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

  平成25年11月19日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

名称 ピオレ姫路本館 
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所在地 姫路市駅前町188番１ 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称 ジェイアール西日本不動産開発株式会社 

代表者の氏名 近 藤 隆 士 

住所 尼崎市潮江一丁目１番60号 

３ 変更事項 

(1) 大規模小売店舗の名称 

ア 変更前 

  （仮称）ＪＲ姫路駅ＮＫビル 

イ 変更後   

  ピオレ姫路本館 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

ア 変更前 

未定 

イ 変更後   

名称          住所                 代表者の氏名 

株式会社東急ハンズ   東京都渋谷区道玄坂一丁目10番７号   榊   真 二 

株式会社ユニクロ    東京都港区赤坂九丁目７番１号     柳 井   正 

株式会社三陽商会    東京都新宿区本塩町14         杉 浦 昌 彦 

外84者 

４ 変更年月日 

 (1) 大規模小売店舗の名称 

平成25年４月30日 

 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

平成25年９月21日ほか 

５ 届出年月日 

平成25年10月23日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び中播磨県民局姫路土木事務所まちづくり建築課  

(2) 縦覧期間  

平成25年11月19日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限  

平成26年３月19日 

(2) 提出先 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号  

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  平成25年11月19日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

芦屋市六麓荘町51番３ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

大阪府大東市太子田一丁目11番６号 

大 東 義 昭 

３ 許可年月日及び許可番号 
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  平成25年10月23日 

  兵庫県指令神南（西土）（建）第１－１－２号（25芦屋） 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  平成25年11月19日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

加古郡播磨町古宮字才田655番３、655番16から655番19まで 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

加古川市尾上町養田373番地 

大 﨑 大 輔 

加古郡播磨町古宮630番地の３ 

武 田 やちよ 

加古川市尾上町養田712番地 

川 崎 智惠子 

神戸市垂水区南多聞台３丁目７番10―404号 

岡 﨑 絹 子 

明石市魚住町長坂寺730番地 県住６棟306号 

武 田 純 一 

３ 許可年月日及び許可番号 

  平成20年９月９日 

  兵庫県指令東播（建）第１－９号（20播磨） 
 

警 察 本 部 公 告 

 

   落札者等の公示 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

  平成25年11月19日 

契約担当者               

兵庫県警察本部長 塩 川 実喜夫  

１ 落札に係る物品等又は役務の名称及び数量 

試験用車両 ２台（賃貸借） 

２ 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地 

兵庫県警察本部会計課 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成25年10月29日 

４ 落札者の名称及び住所 

日通商事株式会社大阪支店  

５ 落札金額 

383,670円（月額） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  平成25年９月17日 

 

 

 

25企 P1-001 A4


